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支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
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⑳経費項目 研修費･l輔広報費･雲調誇瀧謄･会議費･資膿H賊費･鮮麟入費･事務費･事翻漬･人件費

県政調査（高速料金）内 容
I

’年月 日 金 額令和4年8月 2日～ 2， 270円年 月 日
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ングケアラー実態調査後の取り組みについて担当者より調査
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速料金（富士～静岡日本平久能山～富士川）

政務活動・

県政との

関連性

ヤングケアラー実態調査を受けて､今後の取組状況等について担当者から現状の聞き取り

調査を行い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠〉

！ ご利用ありがとうございます。 ； ご利用ありがとうございます。

|利用証明書i利用証明書

； ＝▼鰐仁。 1 コ▼鰐に。
日本平久能山 ，

富士川スマート ！

8月 2日

14時39分
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1 通行料金 ￥1 ， 010－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

A60208-028239-93453ｱ⑬
取扱番号

※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

通行料金 ￥1， 260－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

噸0208-028239-93"37⑬
取扱番号

※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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政務活動費支出額(a×b) |案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b)
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100％2， 270円 2， 270円

整理番号 41
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支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

調蕊職賓･研修費･圃諏報費･鶏調誇瀧償･会議費･資料{賊費
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⑳経費項目 ･事務費･調銅漬･人件費

内 容 資料購入費
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1
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年月 日 令和4年8月 3日～ 年 月 日 金 額 4， 455円
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報収集のための購読
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事行財政情報購読料（7月分)、振込手数料

々、 情報収集を行い県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

く領収書貼付枠＞ ’
ご利用ありがとうございます。

内容をご確認いただきお持ち帰りください。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

案分率(b) ｜ 政務活動費支出額(a×b) |
／

100％’ 4， 455円’4， 455円

領収書金額(a)

I 4， 455円

薬理番号 42

年月 日

｢}4I nRIn3

銀行番号|店番号｜科目｜ 口座番号
，露＊ ＝厚で悪電了勇巽錘 ≦-季里笙 J, P､画盈､ﾛ

お取扱店

、八句同

淑扱獺

キャッシング

ミス､､ホ

ウチツイワイチョウ

普通1598455

力）シ、シ、‘ソウシンシヤ様

ハヤカワ イワコ様
TELO545－62－4645

(二千円ト (万ITI〕 i万T･lnj l･wjll l刺111 《I叩』lj l剥Iil4 II0I』jl ｨ5f』i) 11円)
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おつり

手数料
y旬O［

お取引内容

於月｜H｣， ｜ ，

振替先店番･科目･口座番号
0
1

時刻
En（

残 高
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お取引金額

￥4．070

l lnn

お取扱い
できない鳩合

1 J



〒416-0908

静岡県富士市柚木460-7

公明党静岡県議団
早川育子様

お客様番号|■■ ’

領収証
公明党静岡県議団
早川育子様

領収金額
（消費税等

4,070円
370円を含む）

期間令和 4年 7月 1 日～令和4年 7月31 日

耐認 数量’ 月額 ｜月数｜ 領収金額種類
…￥

JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ） 早川育子
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合計 4.070

上記の通り領収いたしました。
この件についてのお問合せは、 静岡総局

発行責任者経理局長 ！
’識事務担当者集計部長I

までお願い致します。

03-3524-6081
03-3524-6100

(TELO54-252-1823)
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領収番号 2541890
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支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
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経費項目

内 容 静岡県消費者団体連盟会費振込手数料

年月 日 金 額令和4年8月 3日～ 年 月 日 10， 110 円
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多樹上する消費活動のもつ影響力への理解や持続可能な消費、商品の安全性、生活トラブ

ル解決方法等の研究や研鎖を行うと共に正しい情報発信により、消費者が自ら質の高い消

費活動を推進することを目的とする

会の趣旨・

目 的

;－

1今嘩会の活
･研修会の開催

･定期的な情報誌の発行
動

内容等
一一一一一

政務活動・

県政との

関連性

多様化する消費活動や持続可能な消費、生活トラブルへの対応等の研修や定期的な情報誌

により、消費活動や消費者教育、生活トラブルについて等政策提言につなげ県政に反映さ

せていく
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ご利用ありがとうございます。

内容をご確認いただきお持ち帰りください
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※添付書類:団体の会則･事業概要．⑳（
現約

』
案
内
） ＝／

(裏面もご覧ください）
＝ －

06.520.38

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)
／

100％’ 10， 110円10， 110円10， 110円

年月 日

O4i O8 103
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ハヤカワ イワコ様

TELO545－62－4645
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お取引内容

お引出し

科日

時刻
Enr

残 高

*＊＊＊＊xxxxﾈﾈﾈﾈ

口座番号

お取引金額

￥10．000
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お取扱い
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求 書
菫
調

育子様早川

金10, 000円

ただし、令和4年度静岡県消費者団体連盟賛助会員個人会費と

して上記の金額を請求いたします。

令和4年5月27日

静岡県消費者団体

会長小林

、／振込先
金融機関静岡銀行県庁支店

口座種別普通預金

口座番号0267193

口座名義静岡県消費者団体連盟会長小林昭子

住 所静岡市葵区追手町9－18

TEL･FAX:054･251･3586

ノ
I
、

＊恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。



静岡県消費者団体連盟規約

第1章 総則

(目的）

第1条本会は静岡県の消費者の力を結集して消費生活の安全･安定と向上を図

り消費者自身が自己責任の取れる社会を築き上げることを目的とする。

(名称）

第2条本会は静岡県消費者団体連盟（以下「本会」 という） という。

(事務所の所在地）

第3条本会は主たる事務所を静岡市に置く。

(事業）

第4条本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
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消費者団体活動の支援並びに地域消費者団体の育成

消費者運動に関する各種集会の開催

消費者意識向上に関する講師の斡旋、派遣

消費者問題に関する調査研究、情報の収集と提供

消費生活環境整備のための提言、意見表明

その他連盟の目的達成に必要な事業

第2章会員及び会費

(会員）

第5条本会の会員は、会の目的に賛同し、理事会の承認を得たものとする。

尚、会員及び会費について別に定める。

(会計年度）

第6条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費）

第7条

（1）

本会の経費は会費、補助金及びその他の収入によって支弁する。

会費（2）事業収入（3）県補助金（4）寄付金及びその他の収入



第3章 役員

（役員）

第8条

（1）

（2）

（3）

（4）

本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 3名

理事 20名以内

監事 2名

（役員の選任）

第9条役員の選出は次のとおりとする。

（1）理事は支部及び専門部より選出する。

（2）理事及び監事は総会において承認を得る。

（3）会長・副会長は理事会において互選する。

（4）会長が選出された部には理事を補充することができる。

（役員の任務）

第10条会長は本会を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、業務を掌握し、会長に事故あるときは、その職務

を代行する。

3理事は理事会において本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

4監事は本会の資産及び会計並びに業務執行の状況を監査する。

（役員の任期）

第11条役員の任期は次のとおりとする。

2役員の任期は2年とし､再任を妨げない。

3補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章
今
云 議

(総会）

第12条総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。

2通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき随時開催する。

（総会の議決事項）

第13条総会は次の事項を議決する。

（1）規約の変更



（2）

（3）

(4）

事業計画及び事業報告

予算及び決算

本会の解散

(理事会）

第14条理事会は会長が招集しその議長となる。

2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加

わらない。

（理事会の議決）

第15条理事会は次の事項を協議し議決する。

（1）総会に提出する議案

（2）本会の運営に関する事項

（3）会員の入会（退会）の承認

（4）その他会長が付議した事項

（会議の構成と議決）

第16条総会及び理事会は、正会員の過半数が出席しなければこれを開くこ

とができない。総会については、他の出席者に委任したものは出席者と見

なす。

2議事の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議

長の決するところによる。

第5章 顧問及び参与

(顧問及び参与）

第17条本会に顧問及び参与を置くことができる。

2顧問及び参与は学識経験ある者のうちから会長が理事会の同意を得て委

嘱する。

3顧問は本会の運営方針その他に関し、参与は連盟の業務執行その他に関し、

会長の諮問に応じまたは意見を具申する。

第6章 組 織

(専門部及び支部）

第18条本会の事業を効果的に推進するため、次の組織を置く。



l 専門部

2支部

第7章 事務局

（事務局及び職員）

第19条事務局に事務局長及び必要な事務職員をおき会長が任命する。

2事務局長は会長の命を受け業務を統轄する。

3職員は事務局長の指揮を受け業務に従事する。

4事務局に関する諸規程は別に定める。

付 則

1 この規約は平成13年2月22日から施行する。

2 この規約は平成16年5月26日から施行する。

3 この規約は平成20年5月15日から施行する。

4 この規約は平成21年5月21日から施行する。



静岡県消費者団体連盟会員及び会費規定

（目的）

第1条この規定は静岡県消費者団体連盟（以下「本会」という）の会員及びこ

れに伴う会費等について定める。

（会員の種類）

第2条本会の会員は次のとおりとする。

（1） 正会員 （消費者団体）

（2） 個人会員

（3） 賛助会員

（4） 特別会員

（加入及び取り消し）

第3条本会の加入については、理事会で承認を得る。

2理事会は次の各号に該当するとき、除名することができる。

（1）本会の目的に反する行為があった場合

（2）会費の納入がない場合

（3）その他理事会が不適当と認めた場合

（会費）

第4条

（1）

会費は年額とし、当該会計年度当初に納入する。

正会員会費は次のとおりとする。

・団体会費十団体在籍会員数×200円

団体会費基準

会員数 1，000人以上 10， 000円

会員数 1，000人未満 5,000円

（2）個人会員会費2，000円

（3）賛助会員会費は次のとおりとする。

1p10,000円とし、 1口以上とする。

（4）特別会員会費は、次のとおりとする。

1口3，000円とし、 1口以上とする。

（脱会）

第5条本会を脱会しようとする場合は、書面にてその旨を速やかに報告する

ものとする。 この場合、既納の会費は返還しない。

付則

1 この規定は平成13年2月22日から施行する。

2 この規定は平成16年5月26日から施行する。

3 この規定は平成19年5月 9日から施行する。

4 この規定は平成21年5月21日から施行する。



様式第1－1号

■

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
画甲

Ｉ

ｑⅡ 経費項目 調裁暁費･研修費･広聴広報費 会議費･資粥H賊費･資粥艤入費･事務費･謡弼漬･人件費

1

1

1

知事要望（高速料金）内 容

1金 額I金 額年月 日 令和4年8月 9日～ 年 月 日 2， 260 円

4
来年度予算に関する富士市要望に同行し知事と意見交換を行う

目的
－画一三一一一一一一一一一一一P－一一一一一一■一一＝一七一一一凸■－－－■一一一＝←■－－＝一

高速料金（富士川～静岡日本平久能山～富士）
使途

｜ ’更唾 ｜

i麓欝|羅厨而燕
' 関連性 |”薑せていく1－

知事に対しての来年政務活動・

県政との

関連性

1
－－ー一一一司

亀の県政に’度予算に関する富士市要望に同行し､意見交換を行い､今後の県政に

反映させていく 1

1

く領収書貼付枠＞

Ⅱ１
１
ｈ
日
・
ｌ
Ｉ
ｑ
ｐ
。
Ⅱ
１
０
０
１
０
．
■
Ｉ
■
●
。
’
■
■
■
・
■
■
■
●
《
Ⅱ
■
■
巳
凸
■
、
ｂ
昏
■
■
ｑ
■
■
Ⅱ
Ｕ
Ｄ
Ｇ
・
■
Ｕ
Ｑ
■

ご利用ありがとうございます．ご利用ありがとうございます。ｑ
１
１
ｐ
０
１
０
Ｉ
９
ｌ
Ｉ
■

０
“
卜
Ⅱ
０
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
ｑ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
ｈ
Ｉ
Ｉ
ｄ
ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

４
ｇ
１
Ｉ
６
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ
Ｆ
■
ｌ
・
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
。
ｆ
Ｆ
Ⅱ
・
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ⅱ
１
１
１
Ⅱ
■
１
１
４
０
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
０
■
■
Ｉ
８
ｊ
ｒ
ｆ
■
１
１

利用証明書I利用証明書

＝▼ ダ▼
NEX仁口NEX正ロ

I
D

I
中日本中日本

二

■

■

ロ

巳

■

■

１

ｃ

ｄ

■

Ｕ

Ｂ

ｏ

Ｄ

Ｂ

■

■

■

■

・

■

Ｕ

●

”

凸

■

９

●

Ｄ

ｃ

９

ｇ

Ｄ

Ｂ

■

■

■

甲

■

二

Ⅱ

Ｕ

・

胃

Ⅱ

Ｕ

ａ

ｂ

ｉ

Ｂ

Ｑ

ｅ

９

■

８

．

８

３

■

■

・

■

■

■

５

口

中

古

■

己

Ｂ

Ｕ

８

Ｕ

Ｄ

日本平久能山

富士

料金所（自）

料金所(至）

料金所(自）

料金所(至）

富士川スマート

静岡

22年8月 9日
1 1時31分

22年8月

9時
日
分

９
７ Ⅱ

通行料金 ￥1 ， 170－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 l

""93860-778734@A61208-093860-77S734⑬
※通行料金は消費税率10％対象です。
燕本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです．

通行料金 ￥1， 090－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 I

""93860-777538A61208-093860-777538⑬
※通行料金は消費税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

1

’

’

1

｜

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

／

100% 2, 260P2， 260円2， 260円

整理番号 44



様式第1－1号

I|’ I
’’一

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

研修費･広聴広報費･鶏繍講瀧鰭･会議費･資料{賊費･資瀧麟ﾒ費･事務費･詞翻漬･人件費卜費⑳ I
－I

－l
|
＃

経費項目

内 容 県政調査（高速料金）

ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
■
■
Ｉ
ｒ
１

０
“
ｌ
■
１
１ |金 額’金 額年月 日 |令和4年8月16日～ 年 月 日 2， 980円

一
■
■
認
醍

使

政務

Ｖ
－
１

一一一一 一一一一

障がい者のテレワークを推進する藤枝市の取り組みについて担当者より調査
『
Ⅱ
眼
仰
Ｌ
Ⅱ
Ⅱ
ｈ
ｈ
Ⅲ
川
惟
化
Ⅱ
Ⅲ
１
１
Ｗ
Ⅱ
旧
砧
鵬
価
叩
恥
仙
冊
ド
ト
ｈ
Ｆ
Ⅷ
別
刷
Ⅲ
Ｈ
引
引
吋
引
川
州
叩
Ｈ
別
Ⅲ
叩
Ⅱ
川
引
Ⅱ
川
１
釧
剛
別
別
Ｍ
刊
間
判
叩
Ⅷ

目的
一

日高速料金（富士川～焼津焼津～富士）
途

■
一一.一一一一一一u ＝ ■万

一 一一一一口＝一一－－－ －口＝ 一一－一一凸一■由一一－申凸一一一

障がい者のテレワークを推進する藤枝市の先進的な取り組みについて市担当者より現状

の聞き取り調査を行うとともに、課題や要望等とりまとめ、今後の県政に反映していく

活動・

県政との

関連性

|＜領収書貼付枠＞
1

1
ご利用ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。

利用証明書1利用証明書

夕，墜司ぎMExにロ

▼ﾀマ
NEXにロ

I
中日本中日本

’
料金所(自） 焼津

料金所(至） 富士

22年8月16日
17時13分

富士川スマート

焼津
|料金所(自）
1料金所(至）

22年8月16日

14時32分

通行料金 ￥1， 570－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 l

""68882-641622
取扱番号

燕通行料金は消費税率10％対象ですモ
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

通行料金 ￥1， 410－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

""68865､26520
取扱番号

※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

Ｔ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｆ
０
■
ｐ
甲
６
１
４
Ｔ
Ｇ
０
ｌ
１
ｒ
Ｆ
Ｉ
ｌ
１
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０
Ⅱ
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■
ｆ
ｊ
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■
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４
４
Ｈ
Ｊ
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Ｉ
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１
４
用
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１
９
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９
１
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０
１

６
１
Ｉ
ｒ
ｒ
Ｉ
Ｉ
守
ｔ
ｒ
ｄ
Ｉ
ｒ
ｒ
・
’
１
．
函
Ｆ
Ⅱ
。
！
■
９
１
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“

I

I

l
一

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

／

2, 980円 100% 2， 980円

整理番号 45



様式第1－1号

■’

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

経費項目 謎諏究費･研修費･広卿玄報費 会議費･資料{賊費･資粥騰入費･事務費･謡銅漬・人件費

知事要望（高速料金）内 容

I
I年月 日 令和4年8月17日～ 金 額年 月 日 1, 090円
1

1
■＝一一一一一一一一一一 一一一一ローーーー一一一一一一

I
新々富士川橋建設促進期成同盟会の要望活動に同行し､知事および関係部局と意見交換を

行う
目的

一一一 一

高速料金（富士川～静岡）I
Ⅱ

使途

政務活動・

県政との

関連性

』

新々富士川橋建設促進期成同盟会の要望活動に同行し､知事および関係部局と意見交換を

行い、今後の県政に反映させていく
I

一 く領収書貼付枠＞

‐
ご利用ありがとうございます。

利用証明書

＝▼
NEX仁ロ

中日本
凸
Ⅱ
ｐ
■
■
■
■
■
９

料金所(自） 富士川スマート
料金所(至） 静岡

22年8月17日
9時16分

1

1

通行料金 ￥1， 090－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 l

""79150-291022
取扱番号

｜ ※通行料金は消費税率’0％対象です。
！ ※本利用証明書はETC利用照会サービ
， スで印字されたものです。

し争①一曲同一==＝一 一一一一■■－口■守一■■一 口- コI■■｡ー●｡ー凸 = ﾛﾛ ■ ﾛ

１
１
‐
寺
０
．
１
１
，
’
０
■
１
▽
６
０
１
■
’
■
０
口
１
屯
■
０
，
■
ｑ
■
・
ｌ
ｑ
Ｄ
０
０
Ｐ
Ｏ
ｑ
ｑ
■
ｌ
ｏ
Ｄ
Ｄ
Ｏ
ｑ
４
０
ｏ
０
１
‐

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) l政務活動費支出額(a×b)

／

100％ 1， 090円1， 090円1， 090円

整理番号 46



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
■一一一■一一一一一一■■一一■－■－－一一一一＝一も一画一一一一一一＝ローーーー一一一一一一一一

｜
１
５
．
１
０
▼
ｆ
ｊ
４
１
１
日
４
１
↓
■
４
１
９
１
０
１
１
日
Ⅱ
Ｉ
Ｏ
Ｄ
８
１
１
■
旧
■
１
０
１
．
４
Ｉ
Ｆ
Ｆ
■
Ｔ
け
Ｊ
１
■
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ⅱ

⑳経費項目 研修費･I蝿歯報費･鶏調青箭勧費･会議費･資粥附城費･資粥騰入費･事務費･詞緬費･人件費

■

■

回

県民意見聴取（高速料金）内 容

|金 額I金 額年月 日 令和4年8月17日～ 1, 410 円年 月 日

一一▲＝■一一■一一一一一一一一一一一口 ■ ＝一一 一一一一一一一一一■

●’一一一一一一一

l

I
眼球使用困難症候群について県民と意見交換を行う

目的

高速料金（焼津～富士川）
使途

I

一｜

後’

一%

政務活動． l眼球使用困難症候群に悩む県民の方からお話をうかがい､ ：政務活動・ 眼球使用困難症候群に悩む県民の方からお話をうかがい､現

県政との

関連性

状と課題についてとりまとめ今後

の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

＝▼
NEX仁ロ

中日本

料金所(自）

料金所(至）

焼津

富士川スマート

22年8月17日

16時43分

通行料金 ￥1， 410＝
(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

""79,72-790522A1420S-179172-790522⑬
※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです．

I

､

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1， 410円 1, 410円

整理番号 47
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I

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
ー串一一■一一一一一一 ①■一一一一一●一一一一

⑳経費項目 研修費･広聴広報費･要瀞鯖燕鯲；･会議費･資糊鰄費･資糀職入費･事務費･義翔漬･人件費

内 容 県民意見聴取（高速料金）
1

4

1年月 日 令和4年8月18日～ 金 額年 月 日
3, 770 円｜

一亭■＝一一一一一守一一一一一一寺一一 5÷ー ■－－■一一 面一■一一＝一宇一一一■一一一 一一

１
１

ワクチン接種後の副反応について県民と意見交換を行う
目的

高速料金（富士川～相良牧之原 吉田～富士川 ）
使途

形

一
磁
騨
関
一
雫

一

咽

ｂ
９
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０
も
げ
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１
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Ｌ
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Ｇ
ｌ
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１
１
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凸
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ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｄ
１
ｌ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
町
射
Ｎ
Ｎ
Ｆ
Ⅱ
別
刷
Ⅷ
Ⅱ
断
出
１
Ｊ
Ⅱ
Ⅷ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅷ
川
剛
１
町
肌
引
Ⅵ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ｈ
刷

政務

く領

活動・

県政との

関連性

ワクチン接種後の副反応に悩む県民の方からお話をうかがい､現状と課題についてとりまとめ

今後の県政に反映していく

収書貼付枠＞
－－－~~~~~一・一~.一~.…~~~!_‐. .． ‐‐ ‐ ､－－－1

ご利用ありがとうございます。 ｜ ご利用ありがとうございます。 1

利用証明書｜利用証明書；

＝UNEXにロ =~NExにロ
＝▼ =▼ 中日本中日本

料金所(自）

料金所(至）

富士川スマート

相良牧之原

料金所(自）

料金所(至）

吉田

富士川スマート

22年8月18日

13時6分
22年8月18日

16時37分

i 通行料金 ¥2, 030-

! (ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

i 車種 1

1取扱番号
!"5208-,8"50-2"32,⑬
｜ ※通行料金は消費税率10%対象です。
： ※本利用証明書はETC利用照会サービ
！ スで印字されたものです。

通行料金 ¥1, 740 二 ｜

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 l

A15208-1899…32,@
取扱番号

蕊獺議蕊欝雛罐漢を ｜
スで印字されたものです。

D

I

一

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

案分率(b)領収書金額(a) 政務活動費支出額(a×b)

／

3, 770円 100％ 3， 770円

整理番号 48
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I ’ |’

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
一一=一・一一・一一一~ー一・一一一一一・一一・一一－一一 一 一 一ニーーーーーー一一一一一 一 】

|窪費項目細章聯鶴確費蝿霜雪瀧識鍛篝議費償榊賢⑳蕊…賢蝿1
1内 容資料購入費

|隼。 。令緬､隼"胤豐"‐ ・ ’ ・ 金 顔 ‘ ‘Ⅲ｡円’

経費項目 調翫職費･研修費･蝿広報費･鶏繍靜瀧曠･会議費･資料|賊費 ･事務費･事緬費･人件費

資料購入費内 容

年月 日 令和4年8月22日～ 年 月 日 金 額 4， 510円

||情報収集のための購読

|｢－－－~－~－－－~－－－－‐
| 使途 ’'零行財咋報購読料{8月分)振込手数料
｜政務活動． ｜日々､情報収集を行い県政に対して提言･要望･調査依頼等を行うた

情報収集のための購読
目的

時事行財政情報購読料（8月分)、振込手数料
使途

日々、情報収集を行い県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うた政務活動・

■

■
め

県政との

関連性

’
1
1

1

く領収書貼付枠＞

弔明細 霞|静岡銀行’
一一一一

ロ． Hj

｜
I

ご利用ありがとうございます。
内容をご確認いただきお持ち帰りください。

｜
’日

！
明
細

Ｔ
Ｉ
Ｃ
・
Ｇ
ｇ
４
４
ｂ
３
ｂ
４
０
■
Ⅱ
４
．
８
１
１
１
■
日
４
１
町
Ｎ
が
１
１
１
Ｊ
０
１
卜
削
Ｉ
ｆ
ｆ
９

(裏面もご覧ください）06.520.38

一一一

Ｉ
’案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

／

4， 510円 100％ 4， 510円

整理番号 49

ご11

年月 日

041 081 2

銀行番号

*＊**

お取扱店

0277

お蠅棚

ｷｬｯｼﾝｸﾞ

ミス帆ネ

ウチサイワイチョウ

普通1598455
力）シ、シ蝋ツウシン沖様

ハヤカワ イワコ様

TELO545－62－4645

ごO'､0 010'0'‘'10,10‘刊ﾘ00'‘ﾛ'0‘'0W1'0‘'00

店番号

＊＊＊

おつり

￥500

手数料

¥44qlr5

お取引内容

電信振込

振替先店番･科目･口座番号

科目

＊＊

時刻

残 高

口座番号

＊＊＊*＊*＊＊＊＊

お取引金額

￥4，07

0125

お取扱い
できない珊合

11



〒416-0908
静岡県富士市柚木460-7

公明党静岡県議団
早川育子様

■■■■■お客様番号

領収証

I
公明党静岡県議団
早川育子様

領収金額
（消費税等

4,070円
370円を含む）

期間令和4年 8月 1 日～令和4年8月31 日

晒副言売］ 垂
１

領収金額

3，700

370）

再房､頁謝
種類

JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ） 早川育子

（ 消費税

’

合計 4,070

上記の通り領収いたしました。
この件についてのお問合せは、 静岡総局

■■灘
発行責任者経理局長
事務担当者集計部長

までお願い致します。

03-3524-6081
03-3524-6100

(TELO54-252-1823)

「
藩
株

蕊の
壷
電

一
一
一

領収日

領収番号 2548373



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早jll育子）
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｉ

⑳ 資糊賊費･資粥購ｽ費･事務費･事務所費･人件費経費項目 調査研究費･研修費･広卿報費･鶏織鞠鋤費

内 容 団会議（高速料金）
I
I

金 額 2， 100円年月 日 令和4年8月24日～ 年 月 日

一一一一■~一一一 一■一一一 一一一■－－一一一一=－ デーョー

｜
’

血
’
１
４
０
０
０
１
１
１
１
．
Ｉ
Ｉ
Ｉ
８
Ｉ
ｑ
●
Ｌ
Ｄ
ｑ
■
Ｉ
Ｔ
ｐ
Ｂ
ｌ
マ
ー
１
１
１
再
用
瑠
旧
時
咀
旧
Ⅲ
旧
町
押
印
印
咀
口
側
凹
判
飢
引
馴
Ⅲ
引
川
Ⅲ
引
則
Ⅲ
例
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
酢
剛
１
●
Ｉ
Ⅱ
１
１
口
Ｉ
Ｉ
Ｐ
３
Ｒ
‐
Ｉ
ｂ
ｒ
０
１
Ｉ
Ｉ
９
０
６
ｒ
Ｉ
ｊ
Ｉ
０
ｏ
０
■
１
０
町
局
旧
岬
吋
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
柵
阿
山
Ⅲ
Ｎ
Ⅲ
旧
旧
Ⅲ
州
Ⅲ
側
Ⅲ
酬
引
Ⅲ

9月補正予算案について説明を受け会派内会議
目的

高速料金（富士川～静岡日本平久能山～富士川）
使途

丁
9月補正予算案について説明を受け会派会議にて対応等打ち合わせを行う政務活動・

県政との

関連性 １
１
１

一一一争一一一一画－－＝－－戸一一一

く領収書貼付枠＞
や
巳
凸
Ｕ
Ｄ
Ｄ
■
■

１
８
１
■
■
！
■
１
４
■
１
５
■
Ｉ
９
Ｇ
Ｉ
ｑ
■
－
９
■
ｌ
ｑ
ｇ
ｌ

ご利用ありがとうございます。 ご利用ありがとうございます。

利用証明書｜利用証明書

つ▼
NEX仁ロ

タマ
NEX仁ロ

■
■
Ｕ
■
●
０
９
■
●
・
日
ｑ
●
●
《
■
■

中日本中日本

日本平久能山

富士川スマート

料金所(自）

料金所(至）

料金所(自）

料金所(至）

富士川スマート

静岡

守
凸
Ⅱ
■
甲
ｑ
ｌ
■
■
■
Ⅱ
Ｕ
Ｕ
Ｄ
・
■
■
Ｑ
ｂ
ｂ
凸
■
●
。
《
日
■
■
●
１
８
。
■
Ｉ
ｑ
Ｑ
ｑ
０
Ｕ
ｑ
■
１
０
■
■
△
Ⅱ
Ⅱ
■
■
“
Ⅱ
０

22年8月24日

13時15分
22年 8月24日

9時18分■
も
４
６
■
石
口
４
４
Ｆ
司
ら
■
１
４
■
即
厭
Ⅲ
Ｈ
Ⅲ
’
’
’
１
．
１
０
１
０
１
１
Ⅱ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｒ
ｒ
口
９
１
１
１
１
型
寸
■
■
』
よ
川
Ｉ
ロ
出
●
Ⅱ
Ｎ
１
Ｆ
Ｆ
脾
町
制
Ｆ
１
１
■
１
Ｇ
Ｊ
１
１
》
１
１
１
Ｉ
ｌ
ｆ
ｉ
Ｔ
ｔ

|’

1
|’

通行料金 ￥1， 010－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 l

""49562-510627A21208-249562-5106”⑬
※通行料金は消費税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです．

通行料金 ￥1， 090－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ〉

車種 1

""49550_33,424
取扱番号

※通行料金は消費税率10%対象です｡
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです．

I
1

一一一二号一凸一一一一一

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)領収書金額(a)

／

100％2， 100円 2， 100円

整理番号 50



様式第1－1号

I ’ 」

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
牌一一一

、．‐！『

｜
‐
必
劃
一

一

印
Ⅱ
鋼
圃
四
四
ｊ
ｌ
１
Ｐ
９
Ｉ
０
Ｌ
０
Ｊ
Ｉ
１
ｑ
ｐ
Ｉ
■
０
？
ｌ
Ｉ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
ｌ
上

‐ｌトー

ｂ

経

年

⑳費項目 研修費･広卿報費･要諦鯖熱諜§･会議費･資糊鍼費･資報訂費･事務費･事諦費･人件費

内 容 県政調査（高速料金）

P月 日 令和4年8月25日～ 金 額年 月 日 2， 060 円
－－＝＝一再一＝－－－一一画一寺一一一一一一一一一一一一 一一一

一一一一一
－■ー－－－－－－

に政
』

i

Ⅱ

r

l
I

ワクチン接種後の副反応についての取り組み状況等担当者より調査
目的

函宝韓一■凸③一 一二二 －~一一一

高速料金（富士川～日本平久能山新静岡～富士川）
1

1
使途

一一－弓一一一二＝＝－－ー－－－－= ■＝ ～＝

ワクチン接種後の副反応について担当者より現状調査を行うとともに､課題や要望等とり

まとめ、今後の県政に反映していく

務活動・

県政との

関連性
一一一一一一凸一一一＝－－－口一一一 一一

く領収書貼付枠＞

一．甲一一凸一色■ー●●ー●Cー■■一■■一口ゆー早甲■■■の与一の①ー一
Ｉ
Ｂ
Ｄ
皿

I~ ~‐ ‐‐ ‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐ ‐‐ ‐ －‐ ‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐‐ ~‐‐~一~一一i

ご利用ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。

利用証明書1利用証明書

｜
I

夕▼夕▼
NEX仁ロNEXにロ

中日本 中日本

｜料金所(自）
i料金所(至）
I

料金所(自）

料金所(至）

新静岡

富士川スマート

富士川スマート

日本平久能山心
Ｂ
０
ｒ
９
・
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
ｂ
Ｄ
Ｄ
？
ト
ー
マ
ー
↓
Ⅱ
ｑ
ｂ
０
■
１
１
１
〃
■
ｆ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
４
４
．
１
１
７
１
１
３
日
０
■
１
９

22年 8月25日

14時6分
22年8月25日

9時54分

通行料金 ￥1， 010－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

""59804-86032&A2"08-2598"-86032‘⑬
※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

通行料金 ￥1， 050－

(ETCルジット）

車種 1

""598,5-84,420@A2220S-259815-841420⑬
※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ

スで印字されたものです。

１
１

P

■ 一

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

／

2, 060円 100％ 2， 060円

整理番号 51



様式第1－1号

1I

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
『一一

’
1

経費項目 調査研究費･研修費･噸広報費･霧 ･会議費･資料|賊費 ･事務費･事翻漬･人件費

ｄ
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ
ｑ
ｌ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
い
■
６
山
１
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｐ
ａ
日
日
凸
■
■
１

新聞購読料内 容

年月 日 令和4年8月26日～ 年 月 日 金 額 4， 401 円
１
１
手■一一｡一一▲一一一一口一一一■■一一■一■一一一口

－ロー一■－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一

I
I １

預
甲
も
田
Ｊ
ｗ
Ｈ
Ｆ
四
Ｎ
＄
１
ｌ
ｆ
Ｌ
母
‐
岫
旧
４
師
も
？
山
口
７
■
Ⅱ
川
１
ｆ
ｄ
Ｊ
４
ｌ
Ｃ
申
Ｐ
■
Ｉ
１
０
ｉ
Ｐ
ｉ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
■
Ｆ
Ｉ

情 のための新聞購読１
１目的1

1
1

新聞 (静岡・朝日・富士・岳南）
使途

一一

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため政務活動・

県政との

関連性

訓
一一

く飼又認占付枠＞

’領収証（口座振替
振

公明党県議団01 011 044
※は軽減税率対象です 様
F

ロー麺

※朝
※静
※岳
※富

聞朝
聞
日新聞
ユース

朝刊 3,700

3,300
822

980

１
１
１
１

｜

’
10%対象
8%対象

0 （内消費税
8,802 （内消費税

0）
652）

（有） 星野新聞
静岡県富士市緑町1－28

I

’

｜

｜
’

本店 0545-52-0376

錨読あが さ ます本証13保存下さ 金額その他を訂正 ものま無効です
●
０
４
丁
１
卜
■
ｆ
Ｐ
血
を
↓
“
Ｈ
Ｆ
Ｌ
０
１
ａ
ｒ
且
ｆ
０
守
り
Ｉ
ｒ
ｌ
ｒ
ｆ
１
Ｉ
卜
１
８
１
１
０
■
１
１
１
？
１
Ｆ

’

1

|政務活動費支出額(圏×b) |
－l

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a) 案分率(b)

1／2

50％8， 802円 4， 401円

整理番号 52

犀

’

領収全捧含消得税

8，802円

2022年 08月分
領収致しました （引落日）

2022年08 月 26日

｢玄



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

⑳． 事務費･事諦漬･人件費経費項目 調査研需費･研修費･広聴広報費･鶏鞠靜癌鑛･会議費･資暇H鰄費
1

1
1

囹
囹

内

年月

新聞購読料容
■
！
■
Ｂ
ｔ
ｉ
０
Ｉ
・
Ｊ
ｆ
ｌ
ｌ
１
９
■
１
８
１
４
１
．
■

金 額 4， 250円日 令和4年8月26日～ 年 月 日
一一弓二一一一一一■一＝■＝一 一 一一一一一一■一一一＝一一岸一一一一一Gq 一一 一一一一一画 画 一一一

J 職！
' 使途 |綱

1雨
| く領収書貼付枠＞

情報収
目的

新聞購
使途

日々、政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

I

列

－

Ｉ
二

集のための新聞購読

－－－一＝－－－－－＝＝一－－

読料（日経・毎日）

情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

領収証兼自動振替済証

公明党県議団様
2022年8月分

|

8,500円）
0円）

(8％
(10％

１
１
１
１

柚木460－ 7

’ 毎度ご購読有難うございます。上記の金額正に領収致しました。

鋤織
まだまだ続く暑～い夏。スポ日も熱い1

野球・相撲・芸能・健康やお金の見逃せ

ないお得情報満載1 1週間試読無料です

1か月だけの短期購読も喜んで承ります 静岡県富士市本市場112番地

TEL:0545-61-0011(fO

’

11

1

1

１
０
◆
８
０
■
６
９
■
１
０

’

|政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

｜ 領I又書金額(a)

｜
’50％8， 500円 4， 250円

整理番号 53

合計金額

8,50Q
銘柄（*は軽減税率対象）

毎日新聞朝刊

日本経済新聞

爵罹専

１
１

金額

3，600

4，900

備考



様式第1－1号

■’

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早jl l育子）

I雲再認……鱸…鐸割艤霞魎
|内 容新聞購読料

|雫” 。' 令絢“隼‘…固‐ ￥ , 。 '金 額’

⑳経費項目 調却暁費･研修費･鰯諏報費･鶏繍靜癌鑛･会議費･資料|賊費

内 容 新聞購読料

金 額年月 日 令和4年8月26日～ 年 月 日

･事務費・事獅費･人件費

1， 850 円

’

1
’

情報収集のための新聞購読
目的

－－－一一一 一一凸一一一

新聞購読料（読売）
使途

政務活動・

県政との

関連性

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

く領収書貼付枠＞

領収証

公明党県議団御中

2022年8月分
23)1107.00自振

王圃召亙g■■
！H Ⅲ 1 1 . TIII'円

(10% . 0円）

‘
毎度、ご愛読いただきまして
誠にありがとうございます

合計金額には、消費税が

含まれています

読売新聞・静岡新聞・スポーツ報知

繍繍
有限会社雨
T416-0912富

TEL(0545)61-5

新聞休刊日は9月12日付朝刊です

新聞の配達・集金等に関するお問合せは
お気軽に当店までお申し付け下さい

フリーダイヤル0120－185049

（証券NO. 92-2022/08/1913:33:48 )
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案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

1／2

3， 700円 50％ 1， 850円

整理番号 54

銘柚（*は梯械税牛割熱）

読売新聞朝刊

冊数

1

金制

3．700

tiII 局 合，il 金纐

3，700！



様式第1－4号

I

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・ 早川育子 ）【 8月分】

前回給油願収書貼付分)A 今回(直近の)給油B区分 総走行踞雑C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

1’
(経費項目別充当額）

’
※単価による充当方式 ：単価（円）×走行朧灘（k皿）

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離（k､）／総走行距離（上記C） （k､）

･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合
一

＜支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますも 議員氏名
－－

＜領収書貼付枠＞

※別紙
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｜ 領収書金額(a) １
１

案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)
1／2

50％I 8， 464円8， 464円

案分の理由

私用での利用があるため案

分する I 16， 929円

整理番号
ーー

、、

経費項目

事務費

走行暁灘(k、） 積算方法※

円× km／ k、

充当額（円）



24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾞﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰﾄﾞ､がおすすめ1 1

24H年中無休で営業！
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ1 1

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ1 1

eお客様櫛
IDmiTSU(クレジット領収書）
－

－－．－317865

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

お客様控えお客様控え
卜領収書）

－－－317865

(クレジッ(クレジット領収書） IDEMITSUIソレン弓

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

IDEMITSU
317865 1二-一一一

ハートランド富士給油所
YELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

2022年8月16日
17222

IKUKO様

壼卜

HAYAKAWA

出光ﾙブﾂﾄ■

2022年8月27日
15:38

2022年8月9日
11：39

IKUKO様

売卜

HAYAK

出光ｸﾚプｯﾄ

売卜

HAYAKAWA

」
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出
し P-13(内）

@154.0 5658円
P-22(内）

@154.0 6152円
レギュラー

36.74L

01200． 00

P-22(内）

@154_0 5119円
レギュラー IJ－ZZu部ノ

39.95L @154.0 6152円
01200． 00

合言十 6． ~I52円
(内、消費税等(10.00%） 559円）
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一
５司会言十

(内、消費税等(10.00%）
合言十 5｡119円
(内、消費税等(10.00%） 465円）
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DrivePayお問合せ番号■■
支払区分：一括
承認N0.0000005512
端末処理通番：20709

DrivePayお問合せ番号l
支払区分：一括
承認No.0000005488
端末処理通番：20514

’I DriVePayお問合せ番号

支払区分目一括
承認No､0000005504
端末処理通番： 12742

Ponta会員I､" ' 、 l
基本ポイント 16P

ポイント残高の反映にはお時間をいただ
く渇合があります。ポイントには有効期
限がありますのでご注童ください。

■■■■■■Ponta会員 I l

基本ポイント 19P

ポイント残高の反映にはお時間をいただ
く壗合があります。ポイントには有効期
限がありますのでご注意ください。

Ponta会員

基本ポイント 18P

ポイント残高の反映にはお時間をいただ
く堤合があります。ポイントには有効期
限がありますのでご注意ください。

伝No: 10701 伝No: 10189 担当:8800伝Np: 11370 担当:8800担当目8800

’


